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原
文

　
爵
（
1
）。
一
級
曰
公
士
（
2
）、
二
上
造
（
3
）、
三
簪
裊
（
4
）、

四
不
更
（
5
）、
五
大
夫
（
6
）、
六
官
大
夫
（
7
）、
七
公
大
夫
（
8
）、

八
公
乘
（
9
）、
九
五
大
夫
（
10
）、
十
左
庶
長
、
十
一
右
庶
長
（
11
）、

十
二
左
更
、
十
三
中
更
、
十
四
右
更
（
12
）、
十
五
少
上
造
、
十
六
大

上
造
（
13
）、
十
七
駟
車
庶
長
（
14
）、
十
八
大
庶
長
（
15
）、
十
九
關

内
侯
（
16
）、
二
十
徹
侯
（
17
）。
皆
秦
制
（
18
）、
以
賞
功
勞
。
徹
侯
、

金
印
紫
綬
。
避
武
帝
諱
、
曰
通
侯
、
或
曰
列
侯
。
改
所
食
國
令
・
長
名

相
（
19
）。
又
有
家
丞
・
門
大
夫
・
庶
子
（
20
） 

。

訓
読

　

爵
（
1
）。
一
級
は
公
士
と
曰
う
（
2
）、
二
は
上
造
（
3
）、
三
は

簪
裊
（
4
）、
四
は
不
更
（
5
）、
五
は
大
夫
（
6
）、
六
は
官
大
夫

（
7
）、
七
は
公
大
夫
（
8
）、
八
は
公
乗
（
9
）、
九
は
五
大
夫
（
10
）、

十
は
左
庶
長
、
十
一
は
右
庶
長
（
11
）、
十
二
は
左
更
、
十
三
は
中
更
、

十
四
は
右
更
（
12
）、
十
五
は
少
上
造
、
十
六
は
大
上
造
（
13
）、
十
七

は
駟
車
庶
長
（
14
）、
十
八
は
大
庶
長
（
15
）、
十
九
は
関
内
侯
（
16
）、

二
十
は
徹
侯
（
17
）。
皆
な
秦
制
に
し
て
（
18
）、
以
て
功
労
を
賞
す
。

徹
侯
は
、
金
印
紫
綬
。
武
帝
の
諱
を
避
け
、
通
侯
と
曰
い
、
或
い
は
列

侯
と
曰
う
。
食
む
所
の
国
の
令
・
長
を
改
め
て
相
と
名
づ
く
（
19
）。

ま
た
家
丞
・
門
大
夫
・
庶
子
あ
り
（
20
）。

　
現
代
語
訳

　

爵
（
1
）。
一
級
は
公
士
（
2
）、
二
級
は
上
造
（
3
）、
三
級
は
簪

裊
（
4
）、
四
級
は
不
更
（
5
）、
五
級
は
大
夫
（
6
）、
六
級
は
官
大

夫
（
7
）、
七
級
は
公
大
夫
（
8
）、
八
級
は
公
乗
（
9
）、
九
級
は
五

大
夫
（
10
）、
一
〇
級
は
左
庶
長
、
一
一
級
は
右
庶
長
（
11
）、
一
二
級

は
左
更
、一
三
級
は
中
更
、一
四
級
は
右
更
（
12
）、一
五
級
は
少
上
造
、

一
六
級
は
大
上
造
（
13
）、
一
七
級
は
駟
車
庶
長
（
14
）、
一
八
級
は
大

庶
長
（
15
）、一
九
級
は
関
内
侯
（
16
）、二
〇
級
は
徹
侯
と
い
う
（
17
）。



二

い
ず
れ
も
秦
の
制
度
で
あ
り
（
18
）、
そ
れ
で
功
労
を
賞
す
る
。

　

徹
侯
は
、
金
印
紫
綬
で
あ
る
。
武
帝
の
諱
を
避
け
て
、
通
侯
あ
る
い

は
列
侯
と
い
う
。
所
領
で
あ
る
国
の
令
・
長
を
相
と
改
名
し
た
（
19
）。

　

ま
た
属
官
と
し
て
、
家
丞
・
門
大
夫
・
庶
子
が
あ
る
（
20
）。

注
釈

（
1)�

補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
公
士
か
ら
公
乗
ま
で
は
、
民
の
爵
で
あ

る
。
生
前
は
爵
等
で
禄
が
定
ま
り
、
死
後
は
爵
等
で
諡
号
を
定
め

た
。
一
般
に
民
に
爵
を
賜
う
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

五
大
夫
か
ら
徹
侯
ま
で
が
、
官
の
爵
で
あ
る
。
巻
一
〇
・
成
帝
紀
、

永
始
二
年
（
前
一
五
）
の
詔
に
「
吏
民
が
義
に
よ
っ
て
貧
民
を
収

容
し
食
事
を
与
え
、（
中
略
）、
そ
の
額
が
百
万
銭
以
上
で
あ
れ
ば
、

爵
右
更
を
加
賜
し
、
吏
に
な
り
た
い
者
は
、
三
百
石
の
吏
に
任
ぜ

よ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
爵
が
一
四
級
に
至
れ
ば
三
百
石
の
吏
に

相
当
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
準
じ
て
推
測
す
る
と
、
九
級
の
五

大
夫
は
比
百
石
に
相
等
し
、
一
〇
級
の
左
庶
長
は
百
石
に
相
等

し
、
一
一
級
の
右
庶
長
は
比
二
百
石
に
相
等
し
、
一
二
級
の
左
更

は
二
百
石
に
相
等
し
、一
三
級
の
中
更
は
比
三
百
石
に
相
等
し
た
。

だ
か
ら
こ
れ
を
官
爵
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
武
帝
の
時
に
、
ま
た
武

功
爵
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
巻
二
四
下
・
食
貨
志
下
に
見
え
る
（
以

上
、『
漢
書
弁
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

爵
と
は
、『
漢
旧
儀
』
下
に
「
禄
位
で
あ
る
」
と
あ
る
。

漢
代
の
爵
制
は
、
商
鞅
変
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
秦
の
制
度
を

継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
本
文
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
全
部
で

二
〇
の
爵
位
が
存
在
し
た
た
め
、
他
の
時
代
の
爵
制
と
区
別
し
て

「
二
十
等
爵
」
と
呼
ば
れ
る
。
秦
の
爵
制
で
は
本
来
、
戦
場
で
軍

功
を
挙
げ
た
者
、
す
な
わ
ち
敵
の
首
級
一
級
を
取
っ
た
者
に
爵
一

級
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
漢
代
に
お
い
て
も
こ
の
原
則
に
変

わ
り
は
無
い
。
た
だ
し
漢
代
で
は
軍
功
と
は
関
わ
り
な
く
平
時
に

お
け
る
国
家
の
慶
事
に
際
し
て
、
皇
帝
の
恩
徳
を
民
に
施
す
と
い

う
こ
と
で
、
一
五
歳
以
上
の
一
般
男
子
に
爵
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ

を
民
爵
と
い
う
。
第
一
級
公
士
か
ら
第
八
級
公
乗
ま
で
が
民
爵
で

あ
る
。
一
般
民
で
、
賜
爵
の
機
会
が
多
く
て
第
八
級
を
越
え
る
よ

う
な
場
合
は
、百
官
志
五
・
劉
昭
注
に
引
く
劉
劭
『
爵
制
』（
以
下
、

『
爵
制
』
と
い
う
）
に
「
子
も
し
く
は
兄
弟
に
分
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
あ
り
、
ま
た
『
後
漢
書
』
巻
二
・
明
帝
紀
、
中
元
二

年
（
後
五
七
）
の
条
に
「
子
も
し
く
は
兄
弟
・
兄
弟
の
子
に
分
与

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
、

関
内
侯
よ
り
以
下
の
爵
で
は
そ
の
世
襲
は
否
定
さ
れ
て
き
た
［
守

屋
美
津
雄　

一
九
五
七
］。「
二
年
律
令
」
で
は
、
爵
位
を
継
承
す

る
者
（
爵
後
と
い
う
）
の
爵
位
は
、
そ
の
死
が
病
死
か
公
務
に
よ

る
死
亡
か
で
相
違
し
た
が
、
徹
侯
と
関
内
侯
以
外
は
数
等
低
い
爵

が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。�

［
宮
宅
潔　

二
〇
一
一
］
は
、

「
爵
後
と
さ
れ
る
子
男
が
い
な
け
れ
ば
娘
や
父
母
が
爵
を
襲
う
こ

と
を
認
め
、
そ
の
継
承
順
位
を
規
定
す
る
。
た
だ
し
、
子
息
以
外

へ
の
継
承
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
有
爵
者
が
公
務
に
殉



三

じ
た
場
合
」
で
、
病
死
の
場
合
は
「
嫡
出
・
庶
出
の
子
息
に
限
ら

れ
た
」
と
す
る
。

　
　

�　

銭
大
昭
が
い
う
「
生
前
は
爵
等
で
禄
が
定
ま
り
、
死
後
は
爵
等

で
諡
号
を
定
め
た
」
と
い
う
の
は
、『
漢
旧
儀
』
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。
ま
た
、「
爵
一
四
級
は
三
百
石
の
吏
に
相
当
し
た
」
以
下

の
爵
と
吏
の
比
定
は
誤
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
成
帝
永
始
二
年
の

時
の
も
の
で
あ
り
、
一
般
化
で
き
な
い
。
漢
代
で
は
秩
六
百
石

の
吏
に
し
て
は
じ
め
て
五
大
夫
の
爵
を
与
え
ら
れ
た
［
西
嶋
定

生　

一
九
六
一
］。

　
　

�　

ま
た
銭
大
昭
が
い
う
武
功
爵
と
は
、
武
帝
の
時
、
匈
奴
討
伐
の

戦
費
不
足
を
補
う
た
め
、
特
別
に
設
け
た
売
爵
制
度
の
こ
と
で
あ

る
。
巻
二
四
下
・
食
貨
志
下
及
び
そ
の
臣
瓚
注
に
引
く
『
茂
陵
中

書
』
に
よ
れ
ば
、
一
一
級
あ
り
、
一
級
は
造
士
、
二
級
は
閑
輿
衛
、

三
級
は
良
士
、
四
級
は
元
戎
士
、
五
級
は
官
首
、
六
級
は
秉
鐸
、

七
級
は
千
夫
、
八
級
は
楽
卿
、
九
級
は
執
戎
、
十
級
は
政
戻
庶

長
、
一
一
級
は
軍
衛
と
い
う
。
五
級
の
官
首
を
買
っ
た
者
は
、
試

み
に
吏
に
補
せ
ら
れ
、ま
ず
除
せ
ら
れ
た
。
千
夫
を
買
っ
た
者
は
、

二
十
等
爵
の
第
九
級
の
五
大
夫
と
同
等
の
待
遇
を
受
け
、
罪
を
犯

せ
ば
二
等
を
減
ぜ
ら
れ
る
特
典
が
あ
っ
た
。
買
爵
で
至
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
八
級
の
楽
卿
ま
で
で
、
軍
功
の
大
き
い
者
は
侯
卿
大

夫
に
、
小
さ
い
者
は
郎
に
補
任
す
る
と
あ
る
。

　
　

�　
「
二
年
律
令
」
の
賜
律
に
二
十
等
爵
が
み
え
、
そ
れ
に
よ
る
と

「
関
内
侯
以
上
は
二
千
石
に
比な
ぞ

ら
え
、
卿
は
千
石
に
比
ら
え
、
五

大
夫
は
八
百
石
に
比
ら
え
、
公
乗
は
六
百
石
に
比
ら
え
、
公
大

夫
・
官
大
夫
は
五
百
石
に
比
ら
え
、
大
夫
は
三
百
石
に
比
ら
え
、

不
更
は
有
秩
に
比
ら
え
、
簪
褭
は
斗
食
に
比
ら
え
、
上
造
・
公
士

は
佐
史
に
比
ら
え
る
」（
賜
律
二
九
一
～
二
九
二
）
と
あ
る
［
張

家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組　

二
〇
〇
一
］［
冨
谷
至�

二
〇
〇
六
］。

　
　

�　

ま
た
、
同
、
戸
律
・
置
後
律
・
傅
律
に
も
二
十
等
爵
に
関
わ
る

記
述
が
み
ら
れ
る
。

（
2)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
爵
位
の
授
与
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。
そ

こ
が
一
般
士
卒
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
公
士
と
称
す
る
の

で
あ
る
。

　
　

��

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
公
士
は
、
功
臣
表
に
は
全
部
で
三
一
例

が
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

公
士
と
は
、『
漢
旧
儀
』
下
に
「
国
君
の
列
士
と
な
る
者
」

と
あ
る
。『
爵
制
』
に
は
「
歩
卒
で
爵
あ
る
者
を
公
士
と
す
る
」

と
あ
る
。

　
　

�　

公
士
の
例
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
三
二
例
、
巻

一
七
・
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
に
一
例
が
み
え
る
。

　
　 

　
顔
師
古
が
い
う
一
般
士
卒
と
は
、
兵
役
に
よ
っ
て
民
衆
か
ら
徴

発
さ
れ
、
か
つ
爵
位
の
な
い
者
の
こ
と
で
あ
る
。『
漢
旧
儀
』
下

に
「
無
爵
を
士
伍
と
為
す
」
と
あ
る
。
居
延
漢
簡
の
中
に
も
「
士

伍
」
の
例
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
五
〇
・
一
五
簡
に
は
「
戍
卒
、

趙
国
邯
鄲
邑
中
陽
陵
里
、
士
伍
、
趙
安
世
。
年
三
十
五
」
と
あ
る



四

［
謝
桂
華　

一
九
八
七
］。

（
3)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
造
と
は
、
成
る
の
意
で
あ
り
、
上
位
へ

の
任
命
が
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

��

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
鼂
錯
が
、
民
に
穀
物
を
辺
境
に
運
び

入
れ
さ
せ
、
六
百
石
で
あ
れ
ば
爵
上
造
と
す
る
よ
う
に
請
う
た
こ

と
が
、
巻
二
四
上
・
食
貨
志
上
に
み
え
る
。
ま
た
、
上
造
は
、
巻

一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
全
部
で
一
二
例
が
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
『
漢
旧
儀
』
下
に
「
兵
車
に
乗
る
」
と
あ
る
。
ま
た
『
爵
制
』

に「
二
爵
は
上
造
と
曰
う
。
造
は
、成
る
の
意
で
あ
る
。
古
い
に
し
えは

士（
下

級
官
吏
）
と
な
っ
て
司
徒
府
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
を
造
士
と

い
う
。（
漢
代
の
造
士
は
）
こ
の
名
称
に
因
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、

皆
な
歩
兵
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
食
貨
志
上
の
史
料
は
、
注

（
15
）�

考
証
を
参
照
の
こ
と
。

（
4)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
組
み
ひ
も
で
馬
に
帯
び
さ
せ
る
も
の
を

裊
と
い
う
。
簪
裊
と
は
、
こ
れ
を
馬
に
飾
る
こ
と
を
い
う
。
裊
の

音
は
、
乃
了
の
反
。

　
　

��

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
官
本
（
武
英
殿
本
）
の
注
に
は
、「
裊

音
乃
了
反
」
と
い
う
末
の
五
字
は
な
い
。
簪
裊
は
、
巻
一
六
・
高

恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
全
部
で
一
二
例
が
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
『
爵
制
』
に
「
四
頭
立
て
の
馬
車
を
御
す
る
者
で
あ
る
。

要
裊
と
は
、
古
の
名
馬
で
あ
る
。
四
頭
立
て
の
馬
車
を
駕
す
る
様

子
は
そ
の
形
が
簪
か
ん
ざ
しに

似
て
い
る
。
だ
か
ら
簪
裊
と
い
う
」と
す
る
。

「
裊
」
の
本
字
は
「
褭
」
で
あ
り
、『
説
文
解
字
』
八
上
に
「
褭
は
、

組
み
ひ
も
で
馬
に
帯
び
さ
せ
る
も
の
。
衣
に
从し

た
がい

馬
に
从
う
」
と

あ
る
。

　
　

�　

岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
『
数
』（
一
二
二
＋
一
二
三
）
に
、
爵
と
し

て
「
大
夫
・
不
更
・
走
馬
・
上
造
・
公
士
」
が
確
認
で
き
る
［
朱

漢
民
・
陳
松
長　

二
〇
一
一]

。
ま
た
、
張
家
山
漢
簡
『
奏
讞

書
』（
一
一
一
、二
一
五
）
に
も
「
走
馬
」
の
例
が
み
え
［
張
家
山

二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組　

二
〇
〇
一
］、
前
漢
初
期
以
前

に
は
、「
簪
褭
」
の
別
名
と
し
て
「
走
馬
」
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

�　
『
論
衡
』
謝
短
篇
に
「
名
づ
け
て
簪
褭
・
上
造
と
い
う
の
は
何

の
意
味
か
」
と
い
っ
て
お
り
、［
陳
直　

一
九
七
九
］
は
、「
簪
褭
」

の
二
字
は
後
漢
初
期
に
は
す
で
に
解
釈
し
難
く
な
っ
て
い
た
と
し

て
い
る
。

（
5)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
更
卒
の
事
に
与
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。

更
の
音
は
、
工
衡
の
反
。

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
爵
五
大
夫
以
上
は
、
更
徭
（
輪
番
で
の

力
役
）
に
与
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
顔
師
古
の
説
は
誤
り
で
あ
る

（
以
上
、『
漢
書
疏
証
』
巻
五
上
）。

　
　 

　
王
先
謙
が
い
う
。
不
更
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
一
三
年
の

伝
に
見
え
る
。
ま
た
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
全
部
で

八
例
が
あ
る
。

　
　

� �
考
証　

更
卒
と
は
、
輪
番
で
毎
年
一
か
月
ず
つ
郡
県
の
雑
役
を
給

す
る
兵
卒
を
い
う
。『
漢
旧
儀
』
巻
下
に
「
一
車
四
馬
を
つ
か
さ

ど
る
」
と
し
、『
爵
制
』
に
は
「
不
更
と
は
、
車
の
右
に
あ
る
者



五

で
、
ま
た
す
べ
て
の
更
卒
と
同
じ
で
は
な
い
」
と
あ
る
。
名
称
の

由
来
は
不
明
だ
が
、秦
に
不
更
の
爵
が
あ
っ
た
こ
と
は
、『
商
君
書
』

境
内
篇
に
見
え
る
ほ
か
、
注
（
4
）�

考
証
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

不
更
の
例
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
全
部
で
九
例

が
あ
る
。

（
6)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
列
位
は
、
公
・
卿
・
大
夫
・
士
の
大
夫

に
準
じ
る
。

　
　

��

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
大
夫
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣

表
に
は
全
部
で
二
〇
例
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
『
漢
旧
儀
』
巻
下
に
「
一
車
を
つ
か
さ
ど
り
、
三
十
六
人

を
属
す
る
」と
あ
る
。『
爵
制
』に
は「
大
夫
は
、車
の
左
に
あ
る
者
」

と
す
る
。
大
夫
の
例
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
全

部
で
二
三
例
が
あ
る
。

（
7)�

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
官
大
夫
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功

臣
表
に
は
全
部
で
二
例
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
『
漢
旧
儀
』
巻
下
に
「
車
馬
を
領
す
る
」
と
あ
る
。『
爵
制
』

で
は
、
五
大
夫
の
と
こ
ろ
に
「
九
爵
は
五
大
夫
で
あ
る
。
皆
軍
吏

で
あ
る
」
と
あ
り
、
第
五
級
の
大
夫
か
ら
第
九
級
の
五
大
夫
ま
で

は
す
べ
て
軍
吏
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
8)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。（
大
夫
の
上
に
）官
・
公
を
加
え
る
の
は
、

や
や
尊
い
こ
と
を
示
す
。

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
秦
の
爵
で
は
、
公
大
夫
以
上
に
は
、
令

や
丞
が
対
等
の
礼
を
す
る
。
そ
の
爵
が
第
七
品
で
あ
る
こ
と
か
ら

七
大
夫
と
も
い
う
こ
と
は
、
巻
三
九
・
曹
参
伝
、
巻
四
一
・
夏
侯

嬰
伝
、
同
・
灌
嬰
伝
に
見
え
る
（
以
上
、『
漢
書
疏
証
』
巻
五
上
）。

　
　 

　
王
先
謙
が
い
う
。
公
大
夫
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表

に
は
全
部
で
三
例
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
『
漢
旧
儀
』
巻
下
に
「
行
伍
の
兵
を
領
す
る
」
と
あ
る
。

沈
欽
韓
が
「
秦
の
爵
で
は
、
公
大
夫
以
上
に
は
、
令
や
丞
が
対
等

の
礼
を
す
る
」
と
い
う
の
は
、
巻
一
下
・
高
帝
紀
下
に
載
せ
る
高

祖
五
年
（
前
二
〇
二
）
夏
五
月
の
詔
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
9)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
公こ
う

家か

（
お
上か
み

）
の
車
に
乗
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
公
乗
は
、『
墨
子
』号
令
篇
に
見
え
る（
以

上
、『
漢
書
疏
証
』
巻
五
上
）。

　
　 

　
王
先
謙
が
い
う
。
公
乗
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に

は
全
部
で
二
七
例
が
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
『
漢
旧
儀
』
巻
下
に
、「
国
君
と
同
車
す
る
」
と
あ
る
。『
爵

制
』
は
、
公
乗
が
軍
吏
の
爵
の
最
高
で
あ
り
、
爵
が
公
乗
を
過
ぎ

れ
ば
、
子
も
し
く
は
同
産
に
貰
与
す
る
こ
と
が
で
き
、
戦
い
に
臨

ん
で
な
く
て
も
公
車
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
公
乗
と
い
う
と

解
し
て
い
る
。

　
　

�　

公
乗
の
例
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
全
部
で

二
九
例
が
あ
る
。

（
10)��

注　

顔
師
古
が
い
う
。
大
夫
の
尊
い
も
の
で
あ
る
。

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。『
商
君
書
』
境
内
篇
に
「
爵
五
大
夫
は
、



六

い
ず
れ
も
賜
邑
三
百
家
」
と
あ
る
。
ま
た
巻
三
九
・
曹
参
伝
、
巻

四
一
・
夏
侯
嬰
伝
、
同
・
樊
噲
伝
、
同
・
傅
寛
伝
に
見
え
る
。
爵

が
五
大
夫
に
至
れ
ば
家
は
租
税
免
除
と
な
る
。
民
爵
は
、
こ
れ
に

及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
租
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
が
多
く
な
る

こ
と
を
心
配
し
た
た
め
で
あ
る
（
以
上
、『
漢
書
疏
証
』
巻
五
上
）。

　
　 

　
蘇
輿
が
い
う
。
秦
の
爵
で
、
莧
譆
が
五
大
夫
に
な
っ
た
こ
と
は

『
呂
覧
』
長
見
篇
に
見
え
る
（
出
典
未
詳
）。

　
　 

　
王
先
謙
が
い
う
。
巻
二
四
上
・
食
貨
志
上
に
、
穀
物
を
辺
境
に

入
れ
さ
せ
て
、
四
千
石
で
あ
れ
ば
五
大
夫
と
な
し
た
と
あ
る
。
巻

一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
全
部
で
二
例
あ
る
。
ま
た
巻

六
二
・
司
馬
遷
伝
に
も
見
え
る
。

　
　

� �

考
証　

補
注
に
引
く
沈
欽
韓
の
文
は
「
案
復
者
多
也
」
と
す
る
が
、

沈
欽
韓
『
漢
書
疏
証
』
巻
五
上
の
原
文
は
「
患
復
者
多
也
」
で
あ
る
。

　
　

�　
『
漢
旧
儀
』
巻
下
に
「（
五
大
夫
の
う
ち
）
年
齢
・
徳
行
の
高
い

者
を
、
官
長
・
将
率
と
為
す
」
と
あ
る
。

　
　

�　

蘇
輿
は
平
江
の
人
、
光
緒
三
〇
年
の
進
士
。
著
書
に
『
晏
子
春

秋
校
本
』『
翼
教
叢
編
』『
春
秋
繁
露
義
證
』
が
あ
る
（『
清
儒
学
案
』

巻
一
九
〇
）。

　
　

�　

五
大
夫
の
例
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
全
部
で

一
例
あ
る
。

（
11)��

注　

顔
師
古
が
い
う
。
庶
長
と
は
、
隊
列
の
長
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
　

��

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
左
庶
長
は
、『
史
記
』
巻
五
・
秦
本
紀

に
見
え
る
。
卜
式
・
桑
弘
羊
・
徐
自
為
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
爵
を

賜
っ
た
。
景
帝
後
元
年
（
前
一
四
三
）、
中
二
千
石
と
諸
侯
の
相

に
爵
右
庶
長
を
賜
っ
た
。
武
帝
元
狩
元
年
（
前
一
二
二
）、
皇
太

子
を
立
て
、
中
二
千
石
に
爵
右
庶
長
を
賜
っ
た
。

　
　

� �

考
証　
『
爵
制
』
は
「
左
庶
長
よ
り
已
上
、
大
庶
長
に
至
る
ま
で
、

す
べ
て
卿
・
大
夫
で
あ
り
、
す
べ
て
軍
将
で
あ
る
。
将
い
る
の
は

す
べ
て
庶
人
・
更
卒
で
あ
る
。
故
に
庶
・
更
を
名
と
し
て
い
る
。

大
庶
長
は
大
将
軍
で
あ
り
、
左
庶
長
・
右
庶
長
は
左
将
軍
・
右
将
軍
・

偏
将
軍
・
裨
将
軍
で
あ
る
」
と
解
し
て
い
る
。
左
庶
長
の
例
は
、『
史

記
』
巻
一
五
・
六
国
年
表
、
同
巻
五
・
秦
本
紀
、
同
巻
七
三
・
白
起

列
伝
に
見
え
る
。

（
12)��

注　

顔
師
古
が
い
う
。
更
と
は
、
更
卒
を
主
領
し
、
そ
の
作
業

を
管
轄
す
る
こ
と
を
い
う
。
更
の
音
は
、
工
衡
の
反
。

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
左
更
・
中
更
・
右
更
は
、
い
ず
れ
も
『
史

記
』
巻
五
・
秦
本
紀
に
見
え
る
。
宣
帝
が
即
位
し
た
と
き
、
二
千

石
に
左
更
の
爵
を
賜
っ
た
。
成
帝
の
時
に
「
吏
民
が
義
に
よ
っ
て

貧
民
を
収
容
し
食
事
を
与
え
、そ
の
額
が
百
万
銭
以
上
で
あ
れ
ば
、

爵
右
更
を
加
賜
し
た
」
と
あ
る
（
以
上
、『
漢
書
疏
証
』
巻
五
上
）。

　
　

� �

考
証　
［
西
嶋
定
生　

一
九
六
一
］
は
、
師
古
の
説
を
、「
更
の
字

義
よ
り
推
測
し
た
も
の
で
望
文
生
義
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と

す
る
。

（
13)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
少
上
造
・
大
上
造
の
い
ず
れ
も
第
二
級

の
爵
で
あ
る
上
造
の
士
を
掌
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



七

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
大
上
造
は
、『
史
記
』
に
み
え
る
大
良

造
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　 
　
王
先
謙
が
い
う
。
大
上
造
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表

に
一
例
あ
る
。

　
　

� �

考
証　
［
西
嶋
定
生　

一
九
六
一
］
は
、「
上
造
の
士
の
み
を
主
る

軍
将
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
師
古
注
に
は
従
い
得

な
い
」
と
い
う
。

　
　

�　
『
史
記
』
に
は
、
大
良
造
の
例
と
し
て
、
衞
鞅
（
巻
五
・
秦
本
紀
、

巻
一
五
・
六
国
年
表
、
巻
六
八
・
商
君
列
伝
）、
犀
首
（
秦
本
紀
、

六
国
年
表
）、
白
起
（
秦
本
紀
、
六
国
年
表
、
白
起
列
伝
）
が
見

え
る
。『
史
記
』
巻
六
八
・
商
君
列
伝
の
索
隱
に
は
「
す
な
わ
ち

大
上
造
で
あ
る
。
秦
の
第
十
六
爵
の
名
で
あ
る
。
今
、
良
造
と
い

う
の
は
、
あ
る
い
は
、
の
ち
そ
の
名
を
変
え
た
の
で
あ
る
」
と
い

う
。
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
「
元
寿
二
年
（
前
一
）
八
月
、

詔
し
て
胡
害
の
後
継
者
と
な
る
者
に
爵
大
上
造
を
賜
う
」と
あ
る
。

（
14)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
駟
馬
の
車
に
乗
っ
て
、
多
く
の
車
の
長

と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。『
史
記
』
巻
五
・
秦
本
紀
の
恵
王
一
二

年
に
「
庶
長
疾
が
趙
を
攻
撃
し
た
」
と
あ
り
、
同
巻
一
六
・
六
国

年
表
は
そ
れ
を
樗
里
疾
と
し
て
い
る
。
本
紀
と
列
伝
を
あ
わ
せ
て

考
え
る
と
、
恵
王
七
年
に
疾
が
庶
長
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
左
・

右
庶
長
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、八
年
に
右
更
と
な
り
、

の
ち
、
こ
の
駟
車
庶
長
と
な
っ
た
い
う
こ
と
で
あ
る
（
以
上
、『
漢

書
疏
証
』
巻
五
上
）。

　
　

� �

考
証　
［
西
嶋
定
生　

一
九
六
一
］
は
、
こ
の
師
古
注
も
「
望
文

生
義
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
す
る
。「
駟
車
庶
長
」
の
爵
は
、『
漢

旧
儀
』
に
見
え
る
。

（
15)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
ま
た
更
に
尊
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
大
庶
長
は
、『
史
記
』
巻
五
・
秦
本
紀

に
見
え
る
。
漢
の
文
帝
は
、
人
民
に
穀
物
を
辺
境
に
納
入
さ
せ
、

一
万
二
千
石
で
大
庶
長
と
し
た
（
以
上
、『
漢
書
疏
証
』
巻
五
上
）。

　
　

� �

考
証　
『
史
記
』
巻
五
・
秦
本
紀
、
寧
公
一
二
年
に
「
寧
公
が
死

ぬ
と
、
大
庶
長
の
弗
忌
と
威
塁
の
三
父
が
太
子
を
廃
し
て
、
出
子

を
立
て
て
君
と
し
た
」と
あ
る
。漢
の
文
帝
の
記
事
は
、巻
二
四
上
・

食
貨
志
上
の
「
こ
こ
に
お
い
て
文
帝
は
鼂
錯
の
言
葉
に
従
い
、
人

民
に
穀
物
を
辺
境
に
納
入
さ
せ
、六
百
石
で
あ
れ
ば
爵
上
造
と
し
、

し
だ
い
に
増
加
し
て
四
千
石
に
至
れ
ば
五
大
夫
と
し
、
一
万
二
千

石
で
大
庶
長
と
し
、そ
れ
ぞ
れ
粟
の
多
少
で
等
級
に
差
を
つ
け
た
」

こ
と
を
指
す
。（
11) �

考
証
に
引
い
た
が
、『
爵
制
』
に
は
「
大
庶

長
は
大
将
軍
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
16)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
侯
号
は
有
っ
て
も
、
京
畿
に
居
て
、
領

地
と
な
る
国
邑
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

��
補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
関
内
侯
の
例
は
、『
戦
国
策
』
の
魏
策

や
楚
策
、『
管
子
』、『
墨
子
』
に
す
で
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
秦

の
世
に
紛
れ
込
ん
だ
も
の
で
あ
る（
以
上
、『
漢
書
疏
証
』巻
五
上
）。

　
　

� �

考
証　

唐
の
顔
師
古
だ
け
で
な
く
、
魏
の
如
淳
も
巻
三
・
高
后
紀



八

の
注
に
「
列
侯
は
、
関
中
か
ら
出
て
侯
国
に
ゆ
く
。
関
内
侯
は
、

た
だ
爵
位
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
特
例
と
し
て
、
関
内
の
食
邑
を

与
え
ら
れ
、
そ
の
租
税
を
収
入
と
さ
せ
た
。
巻
八
・
宣
帝
紀
に
い

う
周
徳
と
蘇
武
の
食
邑
が
こ
れ
で
あ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
牧

野
巽
に
よ
れ
ば
、
こ
の
関
内
侯
の
爵
称
が
秦
の
関
中
に
起
源
す
る

と
い
う
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
。
関
内
侯
に
も
食
邑
は
与
え
ら
れ
、

そ
れ
は
関
中
だ
け
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
安
平
（
河
北
省
）
を
食

邑
と
さ
れ
た
鄂
千
秋
、
圉
（
河
南
省
）
を
食
邑
と
さ
れ
た
袁
幹
、

建
信
（
山
東
省
）
を
食
邑
と
さ
れ
た
婁
敬
な
ど
の
例
が
あ
る
。
関

内
侯
と
い
う
の
は
、「
自
己
の
関
内
す
な
わ
ち
自
己
の
勢
力
下
に

あ
る
侯
の
意
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
［
牧
野
巽　

一
九
三
二
］。

　
　

�　

沈
欽
韓
が
引
く
関
内
侯
の
例
は
、『
戦
国
策
』
魏
策
一
に
「
王

に
は
、
竇
屢
に
関
内
侯
を
与
え
て
、
趙
に
ゆ
か
せ
る
に
越
し
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。
楚
策
の
例
と
す
る
の
は
「
黄
歇
が

秦
の
昭
王
に
説
い
て
言
っ
た
。
秦
と
楚
が
一
つ
に
な
っ
て
韓
に
臨

め
ば
、
韓
は
必
ず
関
内
の
侯
と
な
る
で
し
ょ
う
」
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
秦
策
四
（
頃
襄
王
二
〇
年
）
の
誤
り
で
あ
る
。『
管
子
』

は
匡
君
小
匡
、『
墨
子
』
は
号
令
篇
で
あ
る
。
沈
欽
韓
は
、「
関
内

侯
は
、
封
邑
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
封
爵
が
や
や
低

い
だ
け
で
あ
る
。
漢
の
列
侯
は
、
い
ず
れ
も
県
に
封
ぜ
ら
れ
、
国

に
封
ぜ
ら
れ
る
者
は
な
い
。（
侯
国
が
な
く
）
吏
民
を
臣
属
し
な

い
者
が
関
内
侯
で
あ
る
」
と
い
う
（
以
上
、『
漢
書
疏
証
』
巻
五
上
）。

　
　

�　

従
来
の
研
究
で
は
、
史
料
的
な
制
約
か
ら
、
封
邑
を
与
え
ら

れ
た
の
は
関
内
侯
以
上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、「
二
年

律
令
」
に
は
、
関
内
侯
よ
り
公
士
（
さ
ら
に
公
卒
・
士
伍
・
庶

人
）
に
い
た
る
ま
で
、
爵
の
高
下
に
よ
り
田
地
と
宅
地
の
支
給
が

細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
た
（
賜
律
三
一
〇
～
三
一
三
）［
冨
谷
至�

二
〇
〇
六
］。

（
17)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
そ
の
爵
位
が
上
は
天
子
に
通
じ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

��

補
注　

沈
欽
韓
が
い
う
。
秦
の
昭
王
は
公
子
市
を
宛
に
、
公
子
悝

を
鄧
に
、
魏
冉
を
陶
に
封
建
し
て
諸
侯
と
し
た
が
、
い
ず
れ
も
関

外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
の
類
で
あ
る
。
呂
不
韋
は
文

信
侯
と
な
り
、
河
内
の
洛
陽
一
〇
万
戸
を
食
邑
と
し
た
。

　
　

� �

考
証　
『
説
文
解
字
』
三
篇
下
に
「
徹
、
通
也
」
と
あ
る
。
武
帝

以
前
に
は
徹
侯
と
呼
ん
で
い
た
例
は
、
巻
五
・
景
帝
紀
に
「
二
年

冬
十
月
、
徹
侯
の
国
を
省
く
」
と
あ
り
、
巻
四
八
・
賈
誼
伝
に
「
韓

信
・
彭
越
の
た
ぐ
い
を
徹
侯
に
列
ね
さ
せ
た
と
し
て
、
今
に
至
る

ま
で
存
続
し
て
い
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
」
と
見
え
る
。

　
　

�　
［
西
嶋
定
生　

一
九
九
七
］
に
よ
れ
ば
、「
列
侯
に
は
封
邑
が
与

え
ら
れ
、
そ
の
爵
位
を
世
襲
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
封
邑
は

だ
い
た
い
一
県
を
単
位
と
し
、
県
が
封
邑
に
さ
れ
る
と
県
と
い
わ

ず
に
国
と
い
っ
た
。
列
侯
の
名
は
そ
の
封
邑
の
名
を
冠
し
て
」
よ

ば
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
列
侯
の
封
邑
の
数
は
、
通
常
千
戸
以
上

で
あ
っ
た
。「
列
侯
は
、
そ
の
封
邑
で
徴
収
さ
れ
る
租
税
を
そ
の

収
入
と
し
、
そ
こ
に
は
県
の
令
も
し
く
は
長
に
あ
た
る
相
が
置
か



九

れ
、
ま
た
、
家
丞
以
下
の
属
官
が
配
置
さ
れ
て
、
封
邑
の
統
治
と

そ
の
財
政
の
管
理
に
従
事
し
て
い
た
」
と
あ
る
。

　
　

�　

ま
た
、
都
の
長
安
に
居
住
す
る
列
侯
は
、「
就
国
令
」
に
よ
り

文
帝
二
年
（
前
一
七
八
）
か
ら
景
帝
後
二
年
（
前
一
四
二
）
ま
で

封
邑
へ
赴
か
さ
れ
た
。

　
　

�　
『
史
記
』
巻
一
二
九
・
貨
殖
列
伝
に
よ
る
と
、
武
帝
時
代
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
千
戸
の
封
邑
を
持
つ
列
侯
の
年
収
は

二
〇
万
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
18)�

考
証　

李
開
元
に
よ
れ
ば
、
劉
邦
が
蜂
起
し
て
か
ら
建
国
す
る
ま

で
は
、
楚
の
爵
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
［
李
開
元　

二
〇
〇
〇
］。

（
19)�

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
王
莽
が
新
都
侯
で
あ
っ
た
と
き
、
孔
休

が
新
都
相
の
心
得
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
巻
九
九
上
・
王
莽
伝
上
に

見
え
る
。
百
官
志
五
に
「
国
ご
と
に
相
一
人
が
置
か
れ
、
官
秩
は

も
と
県
で
あ
っ
た
時
（
の
令
・
長
）
の
官
秩
に
準
じ
た
。
本
注
に
、

民
を
治
め
る
の
は
令
や
長
の
よ
う
で
あ
り
、
列
侯
の
臣
下
で
は
な

い
。
租
税
を
列
侯
に
納
め
る
に
は
、戸
数
に
よ
る
限
度
が
あ
っ
た
」

と
あ
る
。

（
20)�

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
こ
れ
は
侯
の
家
丞
で
あ
る
。
家
丞
の
例

は
、
丙
吉
伝
・
韋
賢
伝
に
見
え
る
。
留
侯
張
不
疑
が
、
門
大
夫
と

と
も
に
楚
の
内
史
を
殺
し
た
こ
と
は
、
巻
一
六
・
高
恵
高
后
文
功

臣
表
に
見
え
る
。
袁
盎
が
呂
禄
に
仕
え
て
舎
人
と
な
っ
た
こ
と
は
、

巻
四
九
・
袁
盎
伝
に
見
え
る
。
衛
将
軍
の
舎
人
は
百
余
人
い
た
が
、

田
仁
や
任
安
だ
け
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、『
史
記
』
巻
一
〇
四
・

田
仁
列
伝
に
見
え
る
。
甘
羅
は
、
一
二
歳
で
文
信
侯
の
少
庶
子
と

な
っ
た
こ
と
は
、『
史
記
』
巻
七
一
・
甘
茂
列
伝
に
見
え
る
。
百

官
志
五
に
よ
れ
ば
、「
家
丞
と
庶
子
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
が
あ
っ
た
」

と
あ
り
、そ
の
注
に
「
侯
の
側
仕
え
を
掌
り
、家
事
を
治
め
さ
せ
た
。

（
列
侯
に
は
）
も
と
行
人
・
洗
馬
・
門
大
夫
が
あ
り
、
あ
わ
せ
て

五
官
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
百
官
表
に
は
、
行
人
と
洗
馬
を

載
せ
忘
れ
て
い
る
。
後
漢
で
は
、「
食
邑
が
千
戸
以
上
で
あ
れ
ば
、

家
丞
と
庶
子
を
置
き
、
千
戸
未
満
な
ら
ば
、
家
丞
を
置
か
ず
、
ま

た
行
人
・
洗
馬
・
門
大
夫
も
省
か
れ
た
」。

　
　

� �

考
証　
［
陳
直　

一
九
七
九
］
に
よ
れ
ば
、『
十
鐘
山
房
印
挙
』
挙

二
に
「
有
睦
子
」、「
章
符
子
」、「
会
睦
男
」、「
康
武
男
」、「
雍
睦
男
」

の
五
つ
の
家
丞
印
が
あ
る
。

三
〇
、
諸
侯
王

原
文

　
諸
侯
王
、高
帝
初
置
（
1
）。
金
璽
盭
綬
（
2
）、掌
治
其
國
。
有
太
傅
、

輔
王
（
3
）、内
史
治
國
民
、中
尉
掌
武
職
、丞
相
統
衆
官
、羣
卿
・
大
夫
・

都
官
如
漢
朝
（
４
）。
景
帝
中
五
年
、
令
諸
侯
王
不
得
復
治
國
、
天
子

爲
置
吏
。
改
丞
相
曰
相
、
省
御
史
大
夫
・
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
・
博
士

官
（
5
）、
大
夫
・
謁
者
・
郞
・
諸
官
長
・
丞
、
皆
損
其
員
。
武
帝
改

漢
内
史
爲
京
兆
尹
、
中
尉
爲
執
金
吾
、
郞
中
令
爲
光
祿
勳
、
故
王
國
如

故
（
6
）。
損
其
郞
中
令
、
秩
千
石
、
改
太
僕
曰
僕
、
秩
亦
千
石
（
7
）。



一
〇

成
帝
綏
和
元
年
省
内
史
、
更
令
相
治
民
、
如
郡
太
守
（
8
）、
中
尉
如

郡
都
尉
（
9
）。

訓
読

　

諸
侯
王
は
、
高
帝
初
め
て
置
く
（
1
）。
金
璽
盭れ
い

綬
（
2
）、
其
の
国

を
治
む
る
を
掌
る
。
太
傅
有
り
、
王
を
輔
け
（
3
）、
内
史
は
国
の
民

を
治
め
、
中
尉
は
武
職
を
掌
り
、
丞
相
は
衆
官
を
統
べ
、
群
卿
・
大
夫
・

都
官
は
漢
朝
の
如
し
（
4
）。
景
帝
中
五
年
、
諸
侯
王
を
し
て
復
た
国

を
治
む
る
を
得
ざ
ら
し
め
、
天
子
、
為
に
吏
を
置
く
。
丞
相
を
改
め
相

と
曰
い
、
御
史
大
夫
・
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
・
博
士
の
官
を
省
き
（
5
）、

大
夫
・
謁
者
・
郎
・
諸
官
の
長
・
丞
は
、
皆
な
其
の
員
を
損
う
。
武
帝
、

漢
の
内
史
を
改
め
京
兆
尹
と
為
し
、
中
尉
を
執
金
吾
と
為
し
、
郎
中
令

を
光
禄
勲
と
為
す
も
、
故
こ
と
さ
らに

王
国
は
故も
と

の
如
し
（
6
）。
其
の
郎
中
令

を
損
い
、
秩
千
石
と
し
、
太
僕
を
改
め
僕
と
曰
い
、
秩
も
亦
千
石
と
す

（
7
）。
成
帝
綏
和
元
年
、
内
史
を
省
き
、
更
め
て
相
を
し
て
民
を
治
め

し
む
る
こ
と
、
郡
太
守
の
如
く
し
（
8
）、
中
尉
は
郡
都
尉
の
如
く
す

（
9
）。

現
代
語
訳

　

諸
侯
王
は
、
高
祖
が
初
め
て
設
置
し
た
（
1
）。
金
璽
盭
綬
で
あ
り

（
2
）、
そ
の
国
を
治
め
る
こ
と
を
掌
る
。

　

太
傅
が
置
か
れ
、
王
を
補
佐
し
（
3
）、
内
史
は
国
の
民
を
治
め
、

中
尉
は
軍
職
を
掌
り
、
丞
相
は
諸
官
を
統
率
し
、
群
卿
・
大
夫
・
都
官

は
漢
の
朝
廷
と
同
様
で
あ
る
（
4
）。

　

景
帝
中
五
年
（
前
一
四
五
）、
諸
侯
王
が
国
を
治
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
さ
せ
、
皇
帝
は
そ
の
た
め
に
王
国
に
吏
を
置
い
た
。
丞
相

を
改
称
し
て
相
と
し
、
御
史
大
夫
・
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
・
博
士
の
官

を
廃
し
（
5
）、
大
夫
・
謁
者
・
郎
と
諸
官
の
長
・
丞
と
は
、
い
ず
れ

も
そ
の
定
員
を
減
じ
た
。
武
帝
は
、
漢
の
中
央
政
府
の
内
史
を
京
兆
尹

に
、
中
尉
を
執
金
吾
に
、
郎
中
令
を
光
禄
勲
に
そ
れ
ぞ
れ
改
称
し
た
が
、

王
国
は
こ
と
さ
ら
に
官
は
元
の
ま
ま
で
あ
っ
た
（
6
）。
そ
の
郎
中
令

を
格
下
げ
し
て
、
官
秩
は
千
石
と
し
、
太
僕
は
僕
と
改
称
し
た
う
え
で
、

官
秩
も
ま
た
千
石
と
し
た
（
7
）。
成
帝
綏
和
元
年
（
前
八
）、
内
史
を

廃
し
、
郡
太
守
と
同
様
、
相
に
民
を
治
め
さ
せ
る
よ
う
に
改
め
（
8
）、

中
尉
は
郡
都
尉
の
よ
う
に
し
た
（
9
）。

注
釈

（
1)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。
蔡
邕
『
独
断
』
に
「
漢
の
制
度
で
は
、

皇
子
が
封
建
さ
れ
て
王
と
な
る
が
、
そ
の
実
態
は
諸
侯
で
あ
る
。

周
の
衰
退
期
に
は
、
諸
侯
の
中
に
は
王
を
称
す
る
も
の
が
い
た
。

漢
の
天
子
は
、皇
帝
を
称
号
と
し
た
た
め
に
、「
王
」
号
を
「
諸
侯
」

に
加
え
、合
わ
せ
て
「
諸
侯
王
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

　
　

� �
考
証　

蔡
邕
が
述
べ
て
い
る
の
は
、「
諸
侯
王
」
と
い
う
名
称
が
、

「
諸
侯
」
で
あ
り
、
か
つ
「
王
」
で
あ
る
と
い
う
両
義
を
持
つ
こ

と
に
対
す
る
説
明
で
あ
る
。
元
来
、「
諸
侯
」
と
は
「
王
」
に
よ

り
封
建
さ
れ
る
も
の
で
、
周
代
の
制
度
と
し
て
あ
っ
た
。
唯
一
の



一
一

周
「
王
」
が
天
下
に
君
臨
し
、
各
地
に
「
諸
侯
」
を
封
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
以
降
、
周
王
以
外
の
「
王
」
が

現
れ
た
結
果
、
秦
の
始
皇
帝
が
新
た
な
王
朝
の
君
主
の
称
号
と
し

て
、「
王
」で
は
な
く「
皇
帝
」を
用
い
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

秦
を
継
承
し
た
漢
も
「
皇
帝
」
号
を
用
い
た
が
、
秦
と
は
異
な
り

広
大
な
封
地
を
有
す
る
「
諸
侯
」
を
立
て
た
。
こ
の
「
諸
侯
」
の

称
号
は
「
皇
帝
」
に
次
ぐ
「
王
」
で
あ
り
、「
諸
侯
」
で
あ
る
「
王
」、

す
な
わ
ち
「
諸
侯
王
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
2)�

注　

如
淳
が
い
う
。
盭
の
音
は
戻
。
盭
は
緑
の
こ
と
で
あ
る
。

緑
を
下
地
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　 

　
晋
灼
が
い
う
。
盭
は
草
の
名
で
あ
る
。
琅
邪
の
平
昌
県
で
産
し
、

艾よ
も
ぎに

似
て
お
り
、
緑
に
染
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
綬
の
名
と

し
た
の
で
あ
る
。

　
　 

　
顔
師
古
が
い
う
。
晋
灼
の
説
が
正
し
い
。
璽
の
音
は
信
で
あ
り
、

両
字
は
意
味
が
通
じ
る
。
昔
は
印
と
璽
と
は
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を

指
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
尊
卑
の
違
い
が
あ
る
。『
漢
旧
儀
』

に
「
諸
侯
王
は
黄
金
の
璽
、
ら
く
だ
の
形
の
鈕
、
印
文
に
「
璽
」

と
あ
る
。
刻
し
て
「
某
王
之
璽
」
と
い
う
」
と
あ
る
。

　
　

��

補
注　

兪
樾
が
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
匈
奴
単
于
に
賜
っ
た
印
を

璽
と
称
し
た
の
は
、
諸
侯
王
に
準
じ
た
扱
い
を
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
。『
後
漢
書
』
巻
四
八
・
徐
璆
伝
の
注
に
引
く
衛

宏
の
言
に
「
秦
以
前
は
金
・
玉
・
銀
で
方
一
寸
の
璽
を
つ
く
っ
て

い
た
。
秦
以
降
、
天
子
だ
け
が
璽
と
呼
称
し
て
、
玉
を
用
い
、
群

臣
で
は
敢
え
て
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説

は
誤
り
で
あ
る
（
以
上
、『
湖
楼
筆
談
』
巻
四
）。

　
　

� �

考
証　

補
注
に
引
か
れ
た
兪
樾
の
言
に
は
節
略
が
あ
る
。
原
文
で

は
、
先
に
徐
璆
伝
の
注
が
引
か
れ
た
後
に
「
思
う
に
、
こ
の
説
は

誤
り
で
あ
る
。
百
官
表
に
「
諸
侯
王
は
金
璽
盭
綬
」
と
あ
り
、
顔

師
古
注
に
引
く
『
漢
旧
儀
』
に
「
諸
侯
王
は
黄
金
の
璽
、
橐
佗

鈕
、
文
に
某
王
之
璽
と
い
う
」
と
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば

漢
の
諸
侯
王
は
元
来
、「
璽
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
匈
奴
単
于
に
賜
っ
た
印
も
璽
と
称
し
、
こ
れ
を
諸

侯
王
に
準
じ
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。『
北
堂
書
鈔
』
巻

一
三
一
・
儀
飾
部
下
、『
初
学
記
』
巻
二
六
・
器
物
部
、『
太
平
御

覧
』
巻
六
八
三
・
儀
式
部
な
ど
に
引
か
れ
る
『
漢
旧
儀
』
に
は
「
刻

し
て
「
某
王
之
璽
」
と
い
う
」
の
文
は
み
ら
れ
な
い
。

　
　

�　

前
漢
に
お
い
て
璽
を
使
え
た
の
は
皇
帝
と
諸
侯
王
、
そ
し
て
匈

奴
単
于
だ
け
で
あ
る
。
匈
奴
単
于
と
璽
に
つ
い
て
、
巻
九
四
下
・

匈
奴
伝
下
に
、
王
莽
が
新
を
建
国
し
た
際
、
単
于
の
「
匈
奴
単
于

璽
」
を
「
新
匈
奴
単
于
章
」
に
替
え
た
と
こ
ろ
、匈
奴
側
が
「
璽
」

か
ら
「
章
」
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
反
発
し
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
の
は
、「
璽
」
と
「
章
」
の
違
い
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　

�　

諸
侯
王
の
璽
に
つ
い
て
、［
陳
直　

一
九
七
九
］
は
『
封
泥
考
略
』

の「
河
間
王
璽
」「
菑
川
王
璽
」、『
十
鐘
山
房
印
挙
』の「
淮
陽
王
璽
」

を
挙
げ
、「
印
」
と
称
す
る
も
の
と
し
て
『
続
封
泥
考
略
』
の
「
東



一
二

平
王
印
」、『
臨
菑
封
泥
文
字
目
録
』
の
「
城
陽
王
印
」
を
挙
げ
、

武
帝
元
狩
四
年
以
前
は
「
璽
」
と
称
し
、
以
後
は
「
印
」
と
称
し

た
と
す
る
が
、
典
拠
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
3)�

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
五
に
、成
帝
の
時
、（
諸
侯
王
の
）

太
傅
を
改
称
し
、
た
だ
傅
と
い
う
の
み
に
し
た
と
あ
る
。

（
4)�

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
漢
初
に
諸
王
を
立
て
た
の
は
、
項
羽
の

立
て
た
諸
王
の
制
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
官
職
は
、
後

の
傅
は
太
傅
で
あ
り
、
後
の
相
は
丞
相
で
あ
り
、
ま
た
御
史
大
夫

お
よ
び
諸
卿
が
置
か
れ
、
い
ず
れ
も
官
秩
は
二
千
石
で
あ
り
、
百

官
は
い
ず
れ
も
漢
の
朝
廷
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
天
子
は
た
だ
王
国

に
丞
相
を
任
命
す
る
だ
け
で
あ
り
、
御
史
大
夫
以
下
は
い
ず
れ
も

諸
侯
王
が
自
ら
任
命
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

王
先
謙
の
説
は
百
官
志
五
を
節
略
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
諸
侯
王
国
の
諸
官
に
つ
い
て
は
［
安
作
璋
・
熊
鉄

基　

一
九
八
四
］
を
参
照
。
ま
た
、
王
国
の
諸
官
に
関
わ
る
封
泥

や
官
印
な
ど
は
［
陳
直　

一
九
七
九
］
や
［
孫
慰
祖　

一
九
九
三
］

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5)�

補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
巻
五
・
景
帝
紀
に
は
こ
の
こ
と
は
中
三

年
（
前
一
四
七
）
に
み
え
る
（
以
上
、『
漢
書
弁
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

巻
五
・
景
帝
紀
に
は
「（
中
）
三
年
冬
一
一
月
、
諸
侯
の

御
史
大
夫
の
官
を
廃
し
た
」
と
あ
る
が
、
景
帝
紀
に
は
中
五
年
に

「
諸
侯
の
丞
相
を
改
名
し
相
と
し
た
」
と
あ
り
、表
の
記
載
が
誤
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
景
帝
期
に
相
次
い
で
諸
侯
王
の
官
制
が

改
革
さ
れ
た
の
は
、
景
帝
三
年
（
前
一
五
四
）
の
呉
楚
七
国
の
乱

と
そ
の
鎮
圧
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
乱
以
前
の
諸
侯
王
は
数
郡
を

実
質
的
に
統
治
し
、
半
ば
独
立
勢
力
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

が
、
漢
が
七
国
の
乱
を
鎮
圧
し
た
こ
と
で
、
諸
侯
王
に
対
し
て
は

る
か
に
優
位
と
な
り
、
王
国
の
官
制
を
改
変
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
官
制
改
革
に
よ
り
、
諸
侯
王
の
国
内
で

の
統
治
権
は
漢
に
奪
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
集
権
化
が
進
む
こ
と

に
な
っ
た
。
前
漢
諸
侯
王
の
官
制
の
変
遷
に
つ
い
て
は
［
鎌
田
重

雄　

一
九
六
二
ａ
］、
諸
侯
王
へ
の
抑
圧
に
つ
い
て
は
［
鎌
田
重

雄　

一
九
六
二
ｂ
］
を
参
照
。

（
6)�

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
五
に
、「
定
員
・
補
職
は
す
べ

て
朝
廷
が
配
置
し
、（
諸
侯
王
）
自
ら
が
任
命
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

こ
れ
は
武
帝
が
中
央
の
諸
官
の
名
称
を
変
更
し
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
あ
え
て
諸
侯
王
国
の
官
名
は
変
更
せ
ず
に
従
来
の
ま
ま

と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
処
置
に
よ
り
、
官
名
の
上
で

も
漢
と
諸
侯
王
国
と
の
差
別
化
が
明
確
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
［
鎌

田
重
雄　

一
九
六
二
ａ
］。

（
7)� �

考
証　
『
漢
旧
儀
』に「
帝
の
子
は
王
と
な
る
。王
国
に
は
太
傅
・
相
・

中
尉
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。
官
秩
は
二
千
石
で
あ
り
、
王
を
補

導
す
る
。
僕
は
一
人
、
官
秩
は
千
石
で
あ
る
。
郎
中
令
は
官
秩
は

六
百
石
、
官
を
設
置
す
る
こ
と
、
漢
の
官
吏
の
よ
う
で
あ
る
。
郎
・

大
夫
・
四
百
石
以
下
は
自
ら
選
任
し
た
。
王
国
に
は
漢
は
内
史
一



一
三

人
を
置
い
た
。
官
秩
は
二
千
石
で
、
郡
太
守
・
都
尉
の
職
務
の
よ

う
に
国
を
治
め
、
属
吏
を
選
任
し
た
。
相
・
中
尉
・
傅
は
国
政
に

参
与
で
き
ず
、
王
を
補
導
す
る
だ
け
で
あ
る
。（
国
政
に
関
し
て
）

な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
文
書
を
送
っ
て
内
史
に
申

告
す
る
。
内
史
が
傅
・
相
・
中
尉
に
会
う
際
に
、
礼
は
都
尉
の
よ

う
で
あ
っ
た
。
太
守
・
相
は
長
史
を
置
き
、
中
尉
及
び
内
史
・
令

は
丞
一
人
を
置
き
、い
ず
れ
も
官
秩
は
六
百
石
で
あ
る
」
と
あ
る
。

　
　

�　

こ
の
文
は
、
表
本
文
と
異
同
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
武
帝
期
か

ら
元
帝
期
に
か
け
て
の
諸
侯
王
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
諸
侯
王
国
が
、
呉
楚
七
国
の
乱
の
後
、
事
実
上
一
郡

の
規
模
に
縮
小
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
行
政
官
と
し
て
内
史
の
権

限
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
諸
侯
王
国
の
内
史
に

つ
い
て
は
［
紙
屋
正
和
　
一
九
九
八
］
を
参
照
。

（
8)�

補
注　

銭
大
昭
が
い
う
。
巻
八
一
・
孔
光
伝
に
は
「
孔
覇
は
宣
帝

の
時
に
、
高
密
相
に
遷
っ
た
。
こ
の
時
、
諸
侯
王
の
相
は
郡
守
の

上
に
あ
っ
た
」
と
あ
る
（
以
上
、『
漢
書
弁
疑
』
巻
九
）。

　
　

� �

考
証　

孔
光
伝
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。「
宣
帝
の
時
、
太
中
大

夫
と
な
り
、
皇
太
子
に
経
を
授
け
た
。
次
い
で
詹
事
、
高
密
相
を

歴
任
し
た
。
こ
の
時
、
諸
侯
王
の
相
は
郡
守
の
上
に
あ
っ
た
」。

（
9)�

補
注　

周
寿
昌
が
い
う
。
こ
れ
は
翟
方
進
と
何
武
の
上
奏
に
従
っ

た
も
の
で
あ
る
。
巻
八
六
・
何
武
伝
に
見
え
る
（
以
上
、『
漢
書

注
校
補
』
巻
一
一
）。

　
　

� �

考
証　

翟
方
進
と
何
武
の
上
奏
と
は
、「
か
つ
て
諸
侯
王
は
裁
判

や
政
治
を
行
い
、
内
史
は
獄
事
を
掌
り
、
相
は
綱
紀
を
総
覧
し
て

王
を
補
佐
し
、
中
尉
は
治
安
を
掌
り
ま
し
た
が
、
今
で
は
王
は
裁

判
や
政
治
に
預
か
る
こ
と
は
な
く
、
中
尉
の
官
は
廃
さ
れ
て
そ
の

職
は
内
史
に
あ
わ
さ
れ
、
郡
国
の
守
・
相
に
委
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
中
略
）
臣
ら
が
願
い
ま
す
こ
と
は
、
相
を
太
守
の
よ
う
に
し
、

内
史
は
都
尉
の
よ
う
に
し
て
、尊
卑
の
序
列
を
正
し
い
も
の
と
し
、

軽
重
の
つ
り
あ
い
も
正
す
こ
と
に
あ
る
の
で
す
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　
　

�　

内
史
に
つ
い
て
、
何
武
の
上
奏
で
は
「
都
尉
の
よ
う
に
し
た
」

と
あ
る
が
、
表
本
文
で
は
廃
さ
れ
た
と
あ
る
。（
7)

�

考
証
で
挙
げ

た
『
漢
旧
儀
』
の
文
に
続
け
て
「
成
帝
の
時
、
大
司
空
何
武
、
上

奏
し
て
内
史
を
廃
し
、
相
は
太
守
の
よ
う
に
、
中
尉
は
都
尉
の
よ

う
に
し
て
職
務
を
分
け
た
。
こ
の
後
、
相
と
中
尉
は
権
を
争
い
、

王
と
互
い
に
上
奏
し
て
常
に
不
和
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
何
武
伝

の
内
容
と
異
な
り
、
内
史
が
廃
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。　

三
一
、
監
御
史
・
刺
史

原
文

　
監
御
史
、
秦
官
。
掌
監
郡
（
1
）。
漢
省
、
丞
相
遣
史
分
刺
州
、
不

常
置
（
2
）。
武
帝
元
封
五
年
、
初
置
（
3
）
部
刺
史
、
掌
奉
詔
條
察

州
（
4
）。
秩
六
百
石
、
員
十
三
人
。
成
帝
綏
和
元
年
、
更
名
牧
。
秩

二
千
石
。
哀
帝
建
平
二
年
、
復
爲
刺
史
。
元
壽
二
年
、
復
爲
牧
（
5
）。



一
四

訓
読

　

監
御
史
は
、秦
官
な
り
。
郡
を
監
す
る
を
掌
る（
1
）。
漢
省
き
、丞
相
、

史
を
遣
わ
し
分
か
ち
て
州
を
刺た
だ

さ
し
め
、
常
に
は
置
か
ず
（
2
）。
武

帝
元
封
五
年
、
初
め
て
部
刺
史
を
置
き
（
3
）、
詔
条
を
奉
じ
州
を
察

す
る
を
掌
ら
し
む
（
4
）。
秩
は
六
百
石
、
員
は
十
三
人
。
成
帝
綏
和

元
年
、
更
め
て
牧
と
名
づ
く
。
秩
は
二
千
石
。
哀
帝
建
平
二
年
、
復
た

刺
史
と
為
す
。
元
寿
二
年
、
復
た
牧
と
為
す
（
5
）。

現
代
語
訳

　

監
御
史
は
、
秦
官
で
あ
る
。
郡
を
監
察
す
る
こ
と
を
掌
る
（
1
）。

漢
は
廃
し
て
、
丞
相
が
丞
相
史
を
派
遣
し
て
分
担
し
て
州
を
刺た
だ

さ
せ
た

が
、
常
置
の
官
で
は
な
か
っ
た
（
2
）。

　

武
帝
元
封
五
年
（
前
一
〇
六
）、
初
め
て
部
刺
史
を
置
き
（
3
）、
詔

条
（
六
条
詔
書
）
を
奉
じ
て
州
を
督
察
す
る
こ
と
を
掌
ら
せ
た
（
4
）。

官
秩
は
六
百
石
、
定
員
は
一
三
人
で
あ
る
。

　

成
帝
綏
和
元
年
（
前
八
）、
牧
と
改
名
し
た
。
官
秩
は
二
千
石
。
哀

帝
建
平
二
年
（
前
五
）、ふ
た
た
び
刺
史
と
し
た
。
元
寿
二
年
（
前
一
）、

ふ
た
た
び
牧
と
し
た
（
5
）。

注
釈

（
1)�

補
注　

王
鳴
盛
が
い
う
。『
三
国
志
』
巻
九
・
魏
書
九
・
夏
侯
玄

伝
に
「
玄
が
時
事
問
題
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
秦
は
聖

道
に
従
う
こ
と
な
く
、
私
情
を
以
て
官
職
を
統
御
し
、
邪
心
を
以

て
下
々
を
取
り
扱
い
ま
し
た
。「
宰
官
」
が
職
務
を
修
め
な
い
の

を
懼
れ
て
、「
監
牧
」
を
置
い
て
宰
官
を
監
督
さ
せ
、督
監
（
監
牧
）

が
不
正
を
見
逃
す
こ
と
を
畏
れ
て
、「
司
察
」
を
設
け
て
督
監
を

糾
正
さ
せ
た
の
で
す
。
宰
官
・
監
牧
が
重
複
し
、
監
牧
・
司
察
が

担
当
し
合
っ
た
た
め
に
、
人
々
は
二
心
を
抱
き
、
上
下
は
そ
れ
ぞ

れ
職
務
の
連
係
が
と
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
漢
は
秦
の
や
り
方
を

継
承
し
、
是
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
」
と
あ
る
。

考
え
る
に
、「
宰
官
」
と
は
県
令
の
こ
と
、「
監
牧
」
と
は
郡
守
の

こ
と
、「
司
察
」
と
は
監
郡
御
史
の
こ
と
で
あ
る
。
監
が
守
の
上

に
在
る
点
は
、
漢
の
部
刺
史
に
似
て
い
る
が
、
し
か
し
郡
ご
と
に

監
が
あ
る
点
は
、部
刺
史
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
秦
は
、

封
建
制
を
変
え
て
郡
県
制
と
し
た
た
め
、
郡
守
の
権
力
が
強
大
で

あ
る
の
を
恐
れ
、
そ
れ
ゆ
え
郡
ご
と
に
一
監
・
一
守
・
一
尉
だ
け

を
置
い
て
、
そ
れ
よ
り
上
位
に
は
ほ
か
に
統
治
す
る
者
を
設
け
な

か
っ
た
の
で
あ
る
（
以
上
、『
十
七
史
商
榷
』
巻
一
四
・
漢
制
依

秦
而
変
）。

　
　 

　
王
先
謙
が
い
う
。
本
紀
に
「
秦
の
泗
水
郡
監
の
平
な
る
も
の
」

が
あ
り
、
巻
三
九
・
曹
参
伝
に
「（
曹
参
が
）
秦
の
監
公
の
軍
を

攻
め
た
」
と
あ
り
、
巻
六
四
上
・
厳
助
伝
に
「
秦
が
百
越
を
攻
撃

し
た
際
に
、
監
の
禄
な
る
も
の
に
運
河
を
掘
っ
て
通
路
を
開
か

せ
た
」
と
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
監
御
史
の
こ
と
で
あ
る
。
巻

九
五
・
南
粤
伝
に
「（
漢
の
）
桂
林
監
の
居
翁
な
る
も
の
」
と
あ

る
の
も
、
や
は
り
郡
監
の
こ
と
で
あ
る
。
漢
は
秦
の
制
度
に
因
っ



一
五

て
郡
監
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
郡
長
と
も
称
し
た
こ
と
が
、

巻
四
一
・
灌
嬰
伝
に
見
え
る
。

　
　

� �
考
証　

巻
三
九
・
曹
参
伝
の
注
で
晋
灼
は
「
秦
は
一
つ
の
郡
に
守
・

尉
・
監
の
三
人
を
置
い
た
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
守
＝
行
政
、

尉
＝
軍
事
、
監
＝
監
察
と
い
う
よ
う
に
職
務
を
分
担
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
　

�　

王
先
謙
の
所
説
は
、
ほ
ぼ
王
鳴
盛
『
十
七
史
商
榷
』
巻
一
四
・

漢
制
依
秦
而
変
の
所
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

�　
「
秦
の
泗
水
郡
監
の
平
」
は
、『
史
記
』・『
漢
書
』
の
本
紀
お
よ

び
荀
悦
『
前
漢
紀
』
に
は
見
え
ず
、
巻
四
一
・
夏
侯
嬰
伝
お
よ
び

『
史
記
』
巻
九
五
・
夏
侯
嬰
伝
に
見
え
る
。
ま
た
郡
長
に
つ
い
て
、

補
注
で
は
郡
監
の
別
称
だ
と
す
る
が
、
灌
嬰
伝
の
注
で
顔
師
古
は

「
郡
守
の
よ
う
な
も
の
」
と
す
る
。

（
2)�

補
注　

王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
五
に
「
た
だ
丞
相
史
を
派
遣
し

て
、
分
担
し
て
諸
州
を
刺た
だ

さ
せ
た
だ
け
で
、
専
任
の
官
は
無
か
っ

た
」
と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

丞
相
史
は
丞
相
の
属
官
で
、
本
文
に
「
常
置
の
官
で
は
な

か
っ
た
」
と
あ
り
、
補
注
に
「
専
任
の
官
は
無
か
っ
た
」
と
あ
る

の
は
、
通
常
は
丞
相
府
に
勤
務
す
る
丞
相
史
が
、
臨
時
に
郡
を
監

察
す
る
た
め
に
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
漢

旧
儀
』
巻
上
に
は
「
漢
の
初
め
に
相
国
史
を
置
い
た
。
官
秩
は

五
百
石
。
後
に
廃
し
て
、
丞
相
史
に
併
せ
た
」
と
あ
る
。

　
　

�　
［
紙
屋
正
和　

一
九
七
四
］
は
、
前
漢
初
期
に
郡
国
監
察
の
た

め
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
御
史
で
あ
り
、
文
帝
時
代
か
ら
は
御
史
を

補
助
す
る
形
で
丞
相
史
の
派
遣
が
始
ま
っ
た
と
す
る
。
御
史
に
つ

い
て
は
［
百
官
公
卿
表
訳
注
（
二
）　

二
〇
一
一
］
四
、「
御
史
大

夫
」
の
（
7)

�

考
証
を
参
照
。

（
3)�

補
注　

王
鳴
盛
が
い
う
。
刺
史
が
管
轄
す
る
の
は
一
つ
の
州
で
、

州
の
中
に
郡
国
の
数
は
非
常
に
多
い
。
郡
守
・
国
相
の
二
千
石
は

い
ず
れ
も
そ
の
管
轄
下
に
あ
り
、
弾
劾
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

（
刺
史
の
）
官
秩
は
わ
ず
か
に
六
百
石
に
す
ぎ
な
い
。
治
績
が
格

段
に
優
れ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
で
初
め
て
郡
守
・
国
相
に
抜
擢
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
巻
七
四
・
魏
相
伝
に
は
「
魏
相
は
楊
州
刺

史
と
な
り
、
郡
国
の
守
相
を
取
り
調
べ
て
、
降
格
・
罷
免
さ
せ
た

者
が
多
か
っ
た
」
と
あ
る
。

　
　

�　

巻
八
六
・
何
武
伝
に
「
何
武
が
刺
史
と
な
る
と
、
弾
劾
し
よ
う

と
す
る
二
千
石
の
官
や
長
吏
に
は
、
必
ず
予
め
そ
の
内
容
を
本
人

に
見
せ
た
。
そ
こ
で
罪
を
認
め
た
者
は
罪
状
を
軽
く
し
て
辞
職
さ

せ
た
が
、
否
認
し
た
者
に
は
、
法
を
厳
格
に
適
用
す
る
よ
う
上
奏

し
て
、
死
刑
を
求
刑
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

　
　

�　

巻
八
六
・
王
嘉
伝
に
「
司
隷
校
尉
・
部
刺
史
が
権
限
を
逸
脱
し

大
小
と
な
く
弾
劾
し
（「
察
過
悉
劾
」）、
二
千
石
の
官
は
い
よ
い

よ
軽
ん
じ
ら
れ
、（
下
僚
や
民
は
）
時
に
は
二
千
石
の
些
細
な
過

失
を
盾
に
し
て
、
刺
史
・
司
隷
校
尉
に
告
発
し
ま
す
。
民
衆
は
、

二
千
石
の
地
位
の
危
う
さ
を
知
っ
て
お
り
、
少
し
で
も
気
に
入
ら

な
け
れ
ば
離
反
し
ま
す
。
郡
守
・
国
相
の
権
威
が
初
め
か
ら
奪
わ



一
六

れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
」
と
あ
る
。

　
　

�　

巻
七
五
・
京
房
伝
に
「
京
房
は
考
功
課
吏
の
法
を
上
奏
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
部
刺
史
た
ち
が
都
に
任
務
報
告
に
来
て
い
た

が
（
彼
ら
に
諮
問
し
た
と
こ
ろ
）、
施
行
す
べ
き
で
は
な
い
と
答

申
が
あ
っ
た
。
京
房
は
、
弟
子
で
考
功
課
吏
の
事
に
詳
し
い
中
郎

の
任
良
・
姚
平
を
推
薦
し
て
、
刺
史
に
任
命
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
願
い
出
た
。
元
帝
は
京
房
を
魏
郡
太
守
と
し
、
考
功
の
法
を
用

い
て
郡
を
治
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
京
房
は
（
魏
郡
太
守
と
な
っ

て
も
）
刺
史
に
属
さ
ず
に
す
む
よ
う
願
い
で
た
」
と
あ
る
。

　
　

�　

郡
守
・
国
相
が
何
如
に
刺
史
を
畏
怖
し
た
の
か
を
見
て
取
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。

　
　

�　

巻
八
三
・
朱
博
伝
に
「
冀
州
刺
史
と
な
り
、
部
（
管
区
）
を
巡

察
し
た
と
こ
ろ
、
吏
民
数
百
人
が
道
を
塞
い
で
訴
え
出
て
き
た
。

朱
博
は
従
事
を
し
て
吏
民
に
次
の
よ
う
に
通
達
さ
せ
た
。県
の
丞
・

尉
に
つ
い
て
訴
え
た
い
者
よ
、
刺
史
は
黄
綬
を
監
察
し
な
い
。
各

自
で
郡
の
役
所
に
行
く
よ
う
に
。
二
千
石
や
墨
綬
の
長
吏
に
つ
い

て
訴
え
た
い
者
よ
、使
者（
刺
史
）が
部（
管
区
）を
巡
察
し
て
戻
っ

て
き
た
際
に
、（
刺
史
の
）
治
所
に
来
る
よ
う
に
」
と
あ
る
。（
刺

史
に
よ
る
）
弾
劾
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

�　

巻
六
四
下
・
王
褒
伝
に「
王
襄
は
益
州
刺
史
と
な
り
、王
褒
に『
中

和
』・『
楽
職
』・『
宣
布
』
な
ど
の
詩
を
作
ら
せ
た
。
王
褒
に
優
れ

た
才
能
が
あ
る
こ
と
を
上
奏
し
た
」
と
あ
る
。

　
　

�　

巻
九
九
上
・
王
莽
伝
上
に
「
王
莽
は
公
卿
に
、州
に
よ
っ
て
「
茂

材
」「
異
等
」
な
ど
の
名
目
で
推
挙
さ
れ
た
吏
は
、
そ
の
多
く
が

不
適
格
で
あ
る
と
上
奏
す
る
よ
う
ほ
の
め
か
し
た
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
王
莽
が
権
勢
を
得
よ
う
と
望
ん
で
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
せ
た

も
の
で
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
刺
史
に
は
人
材
を
推
挙
す
る
任

務
が
あ
っ
た
。
刺
史
の
権
威
が
重
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　

�　

刺
史
の
昇
進
・
抜
擢
に
つ
い
て
だ
が
、黄
覇
・
陳
咸
・
張
敞
・
王
尊
・

馬
宮
は
、
い
ず
れ
も
刺
史
か
ら
郡
太
守
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

�　

巻
七
九
・
馮
奉
世
伝
に
「
馮
奉
世
の
子
の
参
は
、
渭
陵
寝
中
郎

か
ら
代
郡
太
守
に
超
遷
し
た
」
と
あ
る
。
中
郎
が
地
方
に
出
て
太

守
と
な
る
こ
と
を
「
超
遷
」
と
言
う
。
刺
史
は
、
低
い
官
秩
で
こ

の
職
に
就
く
者
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
京
房
は
、
中
郎
を
刺
史
に

任
命
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
　

�　

巻
八
一
・
孔
光
伝
に
「
博
士
の
官
か
ら
の
選
任
は
、
高
第
（
最

優
秀
）
の
も
の
は
尚
書
と
な
り
、
次
点
の
も
の
は
刺
史
と
な
る
」

と
あ
る
。
そ
し
て
満
宣
は
、
謁
者
か
ら
地
方
に
出
て
冀
州
刺
史
と

な
り
（
巻
六
四
下
・
賈
捐
之
伝
）、
張
敞
は
太
僕
丞
か
ら
地
方
に

出
て
豫
州
刺
史
と
な
っ
た
（
巻
七
六
・
張
敞
伝
）。
い
ず
れ
も
朝

臣
（
中
央
の
官
）
で
官
秩
が
低
い
者
を
刺
史
に
任
命
し
て
い
る
。

年
度
末
ご
と
に
都
で
任
務
報
告
を
行
い（
巻
八
四
・
翟
方
進
伝
注
）、

九
年
た
っ
て
職
務
実
績
が
あ
が
れ
ば
、
は
じ
め
て
郡
守
・
国
相
と

な
る
こ
と
が
で
き
た
（
巻
八
三
・
朱
博
伝
）。
刺
史
か
ら
中
央
へ

の
異
動
は
、
翟
方
進
・
何
武
の
よ
う
に
、
せ
い
ぜ
い
丞
相
司
直
と

な
る
だ
け
で
あ
り
、
単
な
る
丞
相
府
の
属
官
に
す
ぎ
な
い
（
巻



一
七

八
四
・
翟
方
進
伝
、
巻
八
六
・
何
武
伝
）。
王
尊
は
郿
県
令
と
な
り
、

益
州
刺
史
に
昇
進
し
て
い
る
（
巻
七
六
・
王
尊
伝
）。
県
令
か
ら

直
接
、
刺
史
に
な
れ
た
の
は
、
や
は
り
県
令
の
官
秩
が
低
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
（
以
上
、『
十
七
史
商
榷
』
巻
一
四
・
刺
史
権
重
秩
卑
）。

　
　

� �

考
証　

補
注
に
引
用
す
る
巻
八
六
・
王
嘉
伝
で
は
、
部
刺
史
が
権

限
を
逸
脱
す
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
部
刺
史
の
監
察
対

象
は
、
次
の
（
4)
注

に
あ
る
よ
う
に
「
六
条
詔
書
」
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
「
察
過
詔
条
」

と
し
て
免
職
の
原
因
と
な
っ
た
（
巻
七
二
・
鮑
宣
伝
）。

　
　

�　

な
お
［
紙
屋
正
和　

一
九
七
四
］
で
は
刺
史
設
置
の
理
由
は
、

武
帝
時
代
に
中
央
政
府
が
郡
国
を
確
実
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ま
で
の
臨
時
的
な
御
史
・
丞
相
史
の
派
遣
だ
け
で
は
不
充
分

だ
っ
た
た
め
だ
と
す
る
。
こ
の
ほ
か
刺
史
に
つ
い
て
の
論
考
と
し

て
は
、［
藤
岡
喜
久
男　

一
九
五
七
］［
労
榦　

一
九
七
六
］［
王

勇
華　

二
〇
〇
四
］
が
あ
る
。

（
4)�

注　

顔
師
古
が
い
う
。『
漢
官
典
職
儀
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

刺
史
が
宣
諭
し
、
郡
国
を
巡
行
し
、
統
治
の
状
況
を
監
察
し
、
有

能
者
・
無
能
者
を
昇
降
さ
せ
、
冤
罪
を
審
理
す
る
際
に
は
、「
六

条
詔
書
」
に
よ
っ
て
事
案
を
審
問
し
た
。「
六
条
詔
書
」
に
列
挙

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
顧
み
な
い
。

　
　

�　

第�

一
条
。
豪
族
で
、
所
有
地
・
住
居
が
分
を
越
え
た
も
の
。
威

勢
に
よ
っ
て
弱
者
を
踏
み
に
じ
っ
た
り
、
多
勢
に
よ
っ
て
少

数
者
を
虐
げ
た
り
す
る
も
の
。

　
　

�　

第�

二
条
。
二
千
石
で
詔
書
を
蔑
な
い
が
しろ
に
し
て
、
典
制
を
遵
守
し
な

い
も
の
。
公
務
に
背
い
て
私
欲
に
走
り
、
詔
勅
を
な
お
ざ
り

に
し
て
私
利
を
守
る
（「
守
利
」）
も
の
。
民
衆
か
ら
不
正
に

収
奪
し
、
税
を
不
当
に
取
り
立
て
る
も
の
。

　
　

�　

第�

三
条
。
二
千
石
で
不
適
切
な
判
決
を
憂
慮
せ
ず
、
殺
人
の
風

潮
を
助
長
す
る
も
の
。
怒
り
に
ま
か
せ
て
刑
罰
を
執
行
し
、

喜
び
の
あ
ま
り
褒
賞
を
乱
発
す
る
も
の
。
世
間
を
煩
わ
せ
暴

威
を
振
る
い
（「
刻
暴
」）、
庶
民
を
殺
傷
（「
剥
截
」）
し
て
、

民
衆
に
憎
悪
さ
れ
る
も
の
。山
崩
れ
や
地
割
れ
が
起
こ
る
と
、

災
害
の
前
兆
だ
と
言
っ
た
り
デ
マ
を
流
し
た
り
す
る
も
の
。

　
　

�　

第�

四
条
。
二
千
石
で
部
下
の
人
事
が
不
公
平
な
も
の
。
依
怙
贔

屓
す
る
も
の
。
賢
者
を
登
用
せ
ず
愚
者
を
寵
愛
す
る
も
の
。

　
　

�　

第�

五
条
。
二
千
石
の
子
弟
で
権
勢
を
恃
み
、
管
轄
下
の
官
吏
に

請
託
を
す
る
も
の
。

　
　

�　

第�

六
条
。
二
千
［
石
］
で
公
務
に
背
い
て
下
々
と
結
託
し
、
豪

族
に
お
も
ね
る
も
の
。
贈
収
賄
を
行
い
、
法
令
（「
正
令
」）

を
毀
損
す
る
も
の
。

　
　

��

補
注　

王
鳴
盛
が
い
う
。顔
師
古
が
引
い
た『
漢
官
典
職
儀
』で
は
、

第
一
条
だ
け
が
、
豪
族
を
監
察
す
る
も
の
で
、
他
の
五
条
は
、
す

べ
て
二
千
石
を
監
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
様
々
な
列
伝
を

調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
官
（
刺
史
）
に
在
職
し
た
者
は
、
お
お
む

ね
諸
侯
王
国
の
監
察
を
職
務
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
巻
三
八
・
高

五
王
伝
に
は
、
青
州
刺
史
が
湽
川
王
の
劉
終
古
の
罪
を
上
奏
し
た



一
八

と
あ
り
、
巻
四
七
・
文
三
王
伝
に
は
、
冀
州
刺
史
の
林
と
い
う
者

が
代
王
の
劉
年
の
罪
を
上
奏
し
た
と
あ
り
、
巻
六
三
・
武
五
子
伝

に
は
、
青
州
刺
史
の
雋
不
疑
が
斉
孝
王
の
孫
劉
沢
ら
の
反
乱
計
画

を
知
り
、
沢
を
捕
縛
し
て
報
告
し
た
と
あ
る
（
巻
七
一
・
雋
不
疑

伝
に
も
見
え
る
）。
ま
た
（
同
じ
く
武
五
子
伝
に
は
）、
昌
邑
王
の

劉
賀
が
海
昏
侯
に
封
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
楊
州
刺
史
の
柯
と
い
う

者
が
そ
の
罪
を
上
奏
し
た
と
あ
る
。
巻
七
六
・
張
敞
伝
に
「
冀
州

刺
史
に
任
じ
ら
れ
、
部
（
管
区
）
に
赴
任
す
る
と
、
広
川
王
国
の

輩
は
不
道
で
、
賊
が
起
こ
っ
て
も
逮
捕
し
な
か
っ
た
。
張
敞
は
王

宮
を
包
囲
し
、
捜
索
し
て
賊
を
発
見
す
る
と
、
捕
縛
し
て
断
首
し
、

（
そ
の
首
を
）
王
宮
の
門
外
に
掲
げ
た
。
そ
し
て
広
川
王
を
弾
劾

し
、
そ
の
封
戸
を
削
減
し
た
」
と
あ
る
。
思
う
に
、
賈
誼
が
文
帝

時
代
、
す
で
に
諸
侯
王
国
の
統
制
の
難
し
さ
に
配
慮
し
、
呉
楚
七

国
の
乱
以
後
、（
諸
侯
王
国
へ
の
）
抑
圧
を
ま
す
ま
す
厳
し
く
し

た
。
部
刺
史
は
一
つ
州
を
統
括
し
た
の
で
、
諸
侯
王
国
抑
圧
を
主

要
な
任
務
と
し
た
の
で
あ
る
。『
後
漢
書
』巻
二
九
・
郅
惲
伝
に
は
、

惲
の
子
の
寿
が
「
冀
州
刺
史
と
な
っ
た
。
当
時
冀
州
の
属
郡
に
は

諸
侯
王
を
封
建
す
る
こ
と
が
多
く
、そ
の
賓
客
は
放
埒
で
あ
っ
た
。

郅
寿
は
こ
れ
を
取
り
調
べ
る
の
に
当
た
っ
て
、
容
赦
す
る
こ
と
が

無
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
部
（
管
区
）
の
従
事
を
各
王
国
内
に
常
駐

さ
せ
、
ま
た
督
郵
の
官
舎
を
各
王
宮
の
外
に
移
転
し
て
、（
王
宮

内
の
）
動
静
や
失
点
は
、
即
座
に
駅
伝
に
よ
っ
て
報
告
さ
せ
、
諸

侯
王
ら
の
罪
を
上
奏
し
、
王
傅
・
国
相
を
弾
劾
し
た
」
と
あ
る
。

袁
宏
『
後
漢
紀
』
永
寧
元
年
（
一
二
〇
）
に
「
楽
城
王
の
劉
萇
は
、

度
を
過
ぎ
て
驕
慢
で
荒
淫
で
あ
っ
た
。
冀
州
刺
史
は
萇
の
罪
が
不

道
で
あ
る
と
上
奏
し
た
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刺
史
が
諸
侯

王
国
の
監
察
を
職
務
と
す
る
の
は
、
後
漢
に
お
い
て
も
な
お
同
様

だ
っ
た
の
で
あ
る
（
以
上
、『
十
七
史
商
榷
』
巻
一
四
・
刺
史
察

藩
国
）。

　
　 

　
兪
樾
が
い
う
。
漢
は
天
下
を
分
け
て
一
三
部
と
し
た
の
で
、
部

刺
史
と
い
う
官
名
が
あ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
部
」
と
は
、

唐
代
に
「
道
」
と
言
い
、宋
代
に
「
路
」
と
言
い
、元
代
に
「
行
省
」

と
言
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
以
上
、『
湖
楼
筆
談
』
巻
四
）。

　
　 

　
王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
五
の
劉
昭
注
に
は
六
条
を
引
き
、「
守

利
」
を
「
守
吏
」
と
し
、「
刻
暴
」
を
「
苛
暴
」
と
し
、「
剥
截
」

を
「
剥
戮
」
と
し
、「
正
令
」
を
「
政
令
」
と
し
、「
二
千
」
の
下
に
、

「
石
」
字
が
有
る
。
い
ず
れ
も
正
し
い
。
官
本
は
「
二
千
」
の
下
に
、

「
石
」
字
が
あ
る
。

（
5)�

補
注　

周
寿
昌
が
い
う
。
巻
六
六
・
陳
万
年
伝
に
、
子
の
陳
咸
が

「
御
史
中
丞
と
な
っ
て
、
州
郡
の
奏
事
を
統
括
し
、
諸
刺
史
の
勤

務
評
定
を
し
た
」
と
あ
る
。
巻
八
三
・
薛
宣
伝
に
は
、
成
帝
時
代

初
期
に
「
御
史
中
丞
と
な
り
、
殿
中
で
は
法
を
執
行
し
、
外
部
に

対
し
て
は
部
刺
史
を
統
括
し
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、そ
の
当
時
、

監
御
史
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
州
を
監
察
す
る
制
は
、

依
然
と
し
て
御
史
中
丞
に
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
巻
七
六
・

韓
延
寿
伝
に
「（
御
史
大
夫
）
蕭
望
之
が
御
史
を
派
遣
し
て
東
郡



一
九

を
取
り
調
べ
さ
せ
た
」
と
あ
る
の
も
、
監
御
史
の
類
で
あ
る
。
巻

八
三
・
朱
博
伝
に
「
朱
博
は
次
の
よ
う
に
上
奏
し
た
。
前
に
丞
相

翟
方
進
は
、
刺
史
を
罷
め
、
改
め
て
州
牧
を
置
き
、
秩
は
真
二
千

石
と
し
、
九
卿
に
次
ぐ
地
位
と
し
た
く
存
じ
ま
す
と
上
奏
し
ま
し

た
。（
そ
の
上
奏
が
裁
可
さ
れ
た
結
果
、
今
で
は
）
九
卿
に
欠
員

が
生
じ
れ
ば
、（
州
牧
の
）
優
秀
な
も
の
を
後
任
と
し
ま
す
が
、（
州

牧
で
も
）
中
程
度
の
人
材
で
あ
れ
ば
、保
身
を
は
か
る
ば
か
り
で
、

恐
ら
く
は
治
績
は
衰
え
、
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
し
ょ
う
。
ど
う
か
州
牧
を
廃
し
て
、
以
前
の
よ
う
に
刺
史
を
設

置
し
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
と
。（
こ
の
朱
博
の
上
奏
は
）
裁

可
さ
れ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
、
成
帝
期
・
哀
帝
期
に
お
け
る
、

州
牧
と
刺
史
と
が
交
互
に
設
置
さ
れ
た
経
緯
で
あ
る
。（
本
文
に
）

「
元
寿
二
年
、
ふ
た
た
び
牧
と
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
あ
る
い
は

巻
一
一
・
哀
帝
紀
・
元
寿
二
年
に
「
三
公
の
官
（
の
制
度
）
を
是

正
し
て
職
務
を
分
担
さ
せ
た
」、「
司
直
等
の
職
務
も
是
正
し
よ
う

と
し
た
が
、
決
定
し
な
い
う
ち
に
、
哀
帝
は
崩
御
し
た
」
と
あ
る

の
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
百
官
志
に
は
元
寿
の
事
は
記
し
て

い
な
い
（
以
上
、『
漢
書
注
校
補
』
巻
一
一
）。

　
　 

　
王
先
謙
が
い
う
。
百
官
志
五
に
「
建
武
一
八
年
（
四
二
）、
再

び
刺
史
と
し
た
。
一
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
州
を
掌
り
、
他
の
一
州

は
司
隷
校
尉
に
属
す
。
諸
州
は
毎
年
八
月
に
管
轄
下
の
郡
国
を
巡

行
し
、
囚
人
の
再
審
理
を
行
い
、（
官
僚
の
）
勤
務
評
定
を
行
う
。

当
初
は
年
度
が
終
わ
る
と
都
に
出
頭
し
て
報
告
を
し
た
が
、
後
漢

で
は
上
計
吏
に
よ
っ
て（
報
告
が
）行
わ
れ
る
だ
け
と
な
っ
た
。（
刺

史
に
は
属
官
と
し
て
）い
ず
れ
も
従
事
史
・
仮
佐
が
い
る
」と
あ
る
。

　
　

� �

考
証　

周
寿
昌
の
『
漢
書
注
校
補
』
巻
一
一
の
原
典
に
は
、
冒
頭

の
巻
六
六
・
陳
万
年
伝
の
例
は
見
え
な
い
。

　
　

�

補
注
の
周
寿
昌
説
に
見
え
る
「
御
史
中
丞
」
に
つ
い
て
は
、［
百

官
公
卿
表
訳
注
（
二
）　

二
〇
一
一
］
四
、「
御
史
大
夫
」
参
照
。

〈
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人
文
・
社
会
科
学
編
）

一
二
号

百
官�

公
卿
表
訳
注
（
二
）　

二
〇
一
一　
「『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注

稿
（
二
）」、『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』（
人
文
・
社
会
科
学
編
）

一
三
号

百
官�

公
卿
表
訳
注
（
三
）　

二
〇
一
一　
「『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注

稿
（
三
）」、『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』（
人
文
・
社
会
科
学
編
）

一
四
号

百
官�

公
卿
表
訳
注
（
四
）　

二
〇
一
二　
「『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注

稿
（
四
）」、『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』（
人
文
・
社
会
科
学
編
）

一
五
号

百
官�

公
卿
表
訳
注
（
五
）　

二
〇
一
二　
「『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注

稿
（
五
）」、『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』（
人
文
・
社
会
科
学
編
）

一
六
号

百
官�

公
卿
表
訳
注
（
六
）　

二
〇
一
二　
「『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注

稿
（
六
）」、『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』（
人
文
・
社
会
科
学
編
）

一
七
号

百
官�

公
卿
表
訳
注
（
七
）　

二
〇
一
三　
「『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
訳
注

稿
（
七
）」、『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』（
人
文
・
社
会
科
学
編
）

一
八
号

藤
岡�

喜
久
男　

一
九
五
七　
「
前
漢
の
監
察
制
度
に
関
す
る
一
考
察
︱

特
に
刺
史
と
郡
県
制
度
と
の
関
聯
に
つ
い
て
︱
」、『
史
学
雑
誌
』

六
六
︱
八

牧
野�

巽　

一
九
七
三　
「
両
漢
の
封
建
相
続
法
」、『
中
国
家
族
研
究
』

（
上
）、
お
茶
の
水
書
房



二
一

守
屋�

美
都
雄　

一
九
六
八　
「
漢
代
爵
制
の
源
流
と
し
て
見
た
る
商
鞅

爵
制
の
研
究
」、『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』（
東
洋
史
研
究
叢

刊
之
十
九
）、
京
都
大
学
文
学
部
内
東
洋
史
研
究
会

李
開�

元　

二
〇
〇
〇　
『
漢
帝
国
の
成
立
と
劉
邦
集
団
︱
軍
功
受
益
階

層
の
研
究
』、
汲
古
書
院

労
榦�　

一
九
七
六　
「
両
漢
刺
史
制
度
考
」、『
労
榦
学
術
論
文
集
甲
編
』

上
、
芸
文
印
書
館


